
⑤盛土又は切土をする土地
の面積が500㎡超 3,000㎡
超 かつ標高差が30ｃｍ※を
一部でも超えるもの（①～④
を除く）

和歌山県は令和７年５月２６日に盛土規制法の運用を開始します

盛土規制法とは
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害をきっか

けに、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、盛土等による災害
から国民の生命・財産を守るため、土地の用途（宅地、森林、農
地等）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に
規制することを目的とした、宅地造成及び特定盛土等規制法（通
称：盛土規制法）が施行されました。
和歌山県では、令和７年５月２６日に規制区域を指定し、盛土

規制法の運用を開始します。（裏面参照）。

許可・届出の対象となる盛土等の規模

青字

規制区域指定時に許可・届出対象と同規模の盛
土等を行っている場合は、指定日から21日以内
に届出が必要です。
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土地の形質の変更（盛土・切土）
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特定盛土等
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土地の形質の変更（盛土・切土）
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一時的な土石の堆積土地の形質の変更（盛土・切土）

①盛土で高さが 1m超 2m超
の崖を生ずるもの

②切土で高さが 2m超
5m超の崖を生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、高
さが 2m超 5m超の崖を生ずる
もの（①、②を除く）
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切土

切土

高さ 盛土

（崖を生じないもの）

⑥最大時に堆積する高さ
が 2m超 5m超かつ面積
が300㎡超 1,500㎡超とな
るもの

面積

高さ

⑦最大時に堆積する面積
が500㎡超 3,000㎡超かつ
標高差が30ｃｍ※を一部でも
超えるもの
※平地盛土のうち面積が3,000㎡未満の土
石の堆積では「30ｃｍ」を「1ｍ」と読み替える。
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（盛土又は切土のみの場合も含む）

許可赤文字

届出青文字

許可赤文字

②切土で高さが 2m超
の崖を生ずるもの

①盛土で高さが 1m超の崖を
生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、高
さが 2m超 の崖を生ずるもの（①、
②を除く）

土地の形質の変更（盛土・切土） 一時的な土石の堆積

④盛土で高さが 2m超
5m超となるもの
（①、③を除く）

⑦ 最大時に堆積する面積
が 500㎡超かつ標高差が
30cm※を一部でも超えるも
の
※平地盛土のうち面積が3,000㎡未満の土
石の堆積では「30cm」を「1ｍ」と読み替える。

盛土

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するお知らせ

切土

⑥最大時に堆積する高さ
が 2m超かつ面積が300㎡
超 となるもの

⑤盛土又は切土をする土地
の面積が500㎡超かつ標高
差が30ｃｍ※を一部でも超え
るもの（①～④を除く）
※平地盛土のうち面積が3,000㎡未満の盛
土では「30ｃｍ」を「1ｍ」と読み替える。

☆ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいいます。
☆ 「平地盛土」とは、勾配が10分の1以下の平坦地における盛土で谷埋め盛土に該当しないものをいいます。

※平地盛土のうち面積が3,000
㎡未満の盛土では「30cm」を「1
ｍ」と読み替える。


